
募集型企画旅行取引条件説明書面・契約書面 （旅行業法第１２条の４による旅行取引条件説明書面） この旅行は、下記旅行企画・実施者（以下「当社」といいます）が企画・募集し実施する企画旅行で、お客様は当社と企画旅行契約（以下「旅行契約」といいます）を締結することになります。この書面は、旅行契約が成立した場合は旅行業法第１２条の５により交付する契約書面の一部となります。 
 

主要旅行条件   ツ ア ー 名 コ ー ス 名 縁 旅 （ え ん た び ） お も て な し ツ ア ー 
 

出発日  平成   年   月   日（  ） 旅 行 日 程 別紙日程表記載のとおり 旅行代金（お１人あたり） 人数 計 大 人    子 供    幼 児    お支払金額   

 

 

 旅 行 代 金 上記の旅行代金は、平成２７年年５月１日の運賃料金を基準としています 最少催行人員   名（参加者が左記人員未満のため旅行が実施されない場合は、出発の５日前までにご連絡いたします） 添 乗 員 □ 添乗員が同行いたします    □添乗員は同行いたしません 旅行代金に含ま れ る 費 用 旅行日程に明示した次の費用は旅行代金に含まれています。 □運送機関の運賃・料金 □昼食等食事料金 □観光料金 旅行代金に含め な い 費 用 □ 旅行日程表以外の交通費、宿泊費、飲食費 □昼食等食事料金 □ 個人的な費用 □障害疾病に関する医療費 □任意の旅行障害保険 
 確 定 日 程 表 確定日程表は旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の７日前以降にお申込があった場合は旅行開始日当日に交付することがあります。なお、期日前であっても問い合わせいただければ手配状況についてご説明いたします。 

 

お支払と旅行契約の成立  申 込 金 円をお申込書の提出時にお支払下さい 旅行契約の成立 当社の承諾と上記の申込金の受理をもって契約の成立となります 旅行代金残金 旅行代金からお申込金を差し引いた残金は、７日前までにお支払下さい 
 

取消料   お客様の都合で、旅行契約を解除する場合は、下記の取消料をお支払いただきます。お取り消しの連絡は、営業時間「１０時００分～１７時００分まで（日曜・祝日休業）」にのみお受けします。 解除の時期 取消料の内容 旅行開始日の前日から起算して１０日前まで 旅行代金の  ２０％ 旅行開始日の前日から起算して ７日前まで 旅行代金の  ３０％ 旅行開始日の前日 旅行代金の  ４０％ 旅行開始当日 旅行代金の  ５０％ 旅行開始後の解除又は無連絡不参加      旅行代金の  １００％ 
 

旅行企画・実施 

 長野県知事登録旅行業第３－５６４                               長野県知事登録旅行業第３－４５７ 
美勢タクシー（株）みせおもてなしツアー                 有限会社トラベルオフィス 長野県塩尻市大門１番町３－３                        長野県塩尻市大門８番町３－３ 
TEL 0263-52-1280 FAX 0263-52-5912          TEL 0263-51-6617 FAX 0263-51-6618 総合旅行業務取扱管理者 備前 隆             総合旅行業務取扱管理者 大野田 正治 

 募集型企画旅行実施可能区域   塩尻市 松本市 岡谷市 伊那市 木曽町 辰野町 山形村 朝日村 木祖村 南箕輪村 
 旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引の責任者です。この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。 
 


